
議案第 39号 債権の放棄について（都市整備局関係）の概要 

 

 

市営住宅の入居に係る各債務者に対する家賃及び損害金に係る債権を放棄するもの 

 

 

件数：１１件 

 

 

放棄する債権の額：合計金 7,381,254 円 

 

放棄する理由 

（１）債務者らが破産しており、当該債権の弁済を受けることができる見込みがない

ため（５件） 

 

（２）債務者らが死亡し法定相続人が存在せず、かつ、当該債権の消滅時効の期間が

経過しているため（６件） 

 

 


